別記様式４

「伊勢崎市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画（案）」に関する
パブリックコメント手続の結果

意見の募集期間

令和７年１１月２５日  ～  令和７年１２月２６日

意見の提出者数

  １ 人

意見の件数

  ４ 件

意見の要旨の数

  ４ 件

担当部課

   都市計画  部  都市計画  課




電話 

０２７０- ２４ – ５１１１ （内線 ５４２１）





ファックス
０２７０- ２３ – ０６０１　　　　　        





電子メール
tosikei@city.isesaki.lg.jp

	伊勢崎市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画（案）に関するパブリックコメント手続を令和７年１１月２５日（火）から令和７年１２月２６日（金）まで実施し、１名の方から４件のご意見をいただきました。

 お寄せいただいたご意見について、市の考え方を次のとおり公表します。


  寄せられたご意見等の要旨とそれに対する市の考え方について次のとおり公表いたします。
１  計画の対象区域についての意見等
	番号
	意見等の要旨
	意見等に対する市の考え方

	１
	都市計画区域の統合について、より早く統合すべきと思います。
	現在、併存する３つの都市計画区域につきま
しては「都市計画区域の指定・見直し方策」に基づき、支所周辺等への居住誘導を目標に令和6年4月に非線引きの赤堀及び東都市計画区域の用途地域の指定見直しを行いました。今後は概ね10年後を目標に、両都市計画区域の統合を行い、概ね20年後を目標に、地域交流拠点周辺の集落地において住宅用地の将来人口密度が一定程度確保される見通しが立った段階で、一つの都市計画区域への統合を検討することとしております。


２  伊勢崎駅周辺の中心市街地の活性化についての意見等

	番号
	意見等の要旨
	意見等に対する市の考え方

	１
	中心市街地の活性化が必要か疑問です。

	伊勢崎駅周辺においては、公共交通結節点の伊勢崎駅を中心に、市民の日常生活を支える商業・業務施設や文化・行政サービス施設、歴史・文化的資源などが集積しており、こうした既存ストックの有効活用を図りつつ、本市の顔となる地域として魅力を高めて市全体の持続的な発展につなげていく必要性から、中心市街地の活性化は必要であると考えております。


３  公共交通についての意見等

	番号
	意見等の要旨
	意見等に対する市の考え方

	１
	市外の鉄道駅を利用する人が多く、自家用車で移動しているため、自家用車利用の人は減らないと思います。

	公共交通については、今後の高齢化の進行や環境負荷の軽減に必要な都市づくりの施策と位置付けており、今後も本計画に基づいて、公共交通の利便性向上と公共交通の利用促進に向けた市民の皆様への周知・啓発に取り組んでまいります。


４  居住誘導区域の基本的な考え方についての意見等

	番号
	意見等の要旨
	意見等に対する市の考え方

	１
	居住誘導区域の設定は、道路計画と連携して行うべきだと思います。
	本計画では、まとまりのある持続可能な都市づくりの実現に向けて、本市全体の道路ネットワークや公共交通の形成方針を位置付けている都市計画マスタープランと、居住誘導区域を位置付けている立地適正化計画を一体的な計画として策定しており、居住誘導区域と道路計画との連携は図られております。


